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1 地震によるリスクと対策 

 

 

 

 

地震は私たちの暮らしにさまざまなリスクをもたらします。 

建物の倒壊や家具の転倒による直接的な被害だけでなく、火災や津波、土砂崩れなどの二次

災害が発生する可能性もあります。 

その他にも、地震による停電や水道の断水、交通網の寸断など、生活インフラが深刻な影響

を受けることがあります。これらのリスクを減らすためには、日頃からの防災対策が重要です。 

 

 

 

 

 

 

地震による火災の多くは電気が原因とされています。 

東日本大震災でも、出火原因が特定された火災の過半数が電気関係によるものでした。 

特に、大野城市のような断層が多い地域や都市部では、電気火災のリスクが高まるため注

意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

電気火災には、感震ブレーカーを用いて対策を行うことが効果的です。 

感震ブレーカーは、地震時に設定以上の揺れを感知した時に電気を自動的に止める器具で

す。 

感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを落として避難する余裕がない場合に電気火

災を防止する有効な手段です。 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

地震が発生した際には、大きな家具や家電製品の転倒が原因で、 

けがをしたり命を落としたりするケースがあります。特に、大型の本棚や冷蔵庫が倒れると、

圧迫による重傷の危険性が高まります。過去の阪神淡路大震災や東日本大震災では、家具

の転倒により多数のけが人や圧迫死が報告されています。 

さらに、地震によって家具が転倒し、窓ガラスや棚のガラス扉が割れると、飛び散った破片

で負傷する可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   家具や電化製品の転倒は、地震の際に怪我や避難経路の遮断といった二次被害を招く可

能性があります。大型家具や電化製品は、Ⅼ時金具を使用して壁にしっかりと固定すること

で、転倒のリスクを大幅に軽減できます。 

また、家具の脚部に耐震マットやストッパーを設置することで、揺れによる移動や横倒しを

防ぐことができます。 

さらに、家具の配置を見直し、避難経路を確保しやすいレイアウトを整えることも重要なポ

イントです。 
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2 感震ブレーカー 

① 感震ブレーカーの種類と特徴 

 
※ コンセントタイプ（特定遮断型）は補助の対象外 

 

② 感震ブレーカー種類別の出火予防範囲 

●分電盤タイプ 

分電盤以降の電力供給が一括して遮断されることから、予防範囲は、各電熱器具等のほか、

電源コード、コンセント及びブレーカー以降の屋内配線全般となる。 

 
分電盤タイプ 出火範囲の概念図 
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●コンセントタイプ（特定遮断型） 

コンセントタイプが設置された各コンセントに接続している電熱器具等への電力供給の

みを即遮断する一方、未設置のコンセントへの電力供給は維持される。そのため、予防範囲

は、コンセントタイプに接続された電熱器具等、各電熱器具等からの電源コード及びコンセ

ントとなる。一方で、コンセントまでの屋内配線については予防の対象外となる。 

※コンセントタイプ（特定遮断型）は補助の対象外 

 
コンセントタイプ（特定遮断型）出火予防範囲の概念図 

 

●簡易タイプ 

簡易タイプは、簡易な感震機構により既設のブレーカーのノブを作動させる補助器具であ

ることから、予防範囲は分電盤タイプと同様に、各電熱器具等のほか、電源コード、コンセ

ント及びブレーカー以降の屋内配線全般となる。 

 
簡易タイプ出火予防範囲の概念図 
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③ 分電盤タイプ 補助対象商品一覧 

 

一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤（JWDS007 付 2）の規

格で定める構造及び機能を有するもの 

 一般社団法人日本配線システム工業会認証マーク 

分電盤タイプ補助対象商品 
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④ 簡易タイプ 補助対象商品一覧 

 

簡易タイプ感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに定める性能評価に基づき、一般財

団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けたもの（コンセ

ントタイプの感震ブレーカーで、設置したコンセントに接続した電気機器のみ通電を遮断す

るものは補助の対象にはなりません。） 

 

簡易タイプ 補助対象商品 
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⑤ 取り扱い上の留意点 

 

 

 

 

●感震ブレーカー等の設置場所における揺れは、住宅の構造や耐震・免震機能、階層、設置さ

れる壁の剛性や開口部の場所等によっても大きく異なります。 

このため、実際の地震時における感震ブレーカー等の作動は、必ずしも各地の計測震度分布

と同等に作動するものではなく、それぞれの家屋の特性等に応じて、屋内において家具の転倒

等が生じる程度の大きな揺れが発生した場合に、電熱器具等への通電が遮断されることを期

待するものである点について、設置者における理解と周知を図る必要があります。医療用機器

を設置している場合は、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。 

 

●夜間等に大規模な地震が発生し、感震ブレーカー等が作動した場合、避難時の照明が確保で

きない可能性がありますので、一般的な防災対策としても、停電時に作動する足元灯や懐中電

灯などの照明器具を常備してください。 

 

●感震ブレーカー等の設置の有無に関わらず、地震発生後に自宅から避難する際にはブレー

カーを切ることも重要です。 

 

●復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認が必要

です。仮に、復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度、

安全確認を行い、原因が分からない場合には電気の使用を見合わせることが必要です。 

 

●定期的な作動性能の確認や、必要に応じて部品等の交換を行いましょう。 
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3 家具転倒防止器具 

避難経路確保のために、家具等の転倒防止に取り組んでください。 
① 家具転倒防止器具の種類 
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② 補助対象器具の例 

 
補助対象 

          補助対象外 
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③ 取り扱い上の留意点 

 

●Ⅼ字金具 

 
 



 

 

17 

 

●ポール式器具 

 
 

〇ポール式器具は、家具の両端の側板部の壁側奥に設置します。 

〇ポール式器具は、できるだけ奥に取り付けます。 

〇ポール式器具を取り付ける時は天井側に家具の幅以上の板で補強し、更にポール式と当て

板をネジで固定すると効果が高くなります。 

〇ポール式器具は、奥行きのない家具や天井との間隔が大きい場合には不向きです。 

 

●ストッパー式器具 

〇ストッパー式器具は、家具の端から端まで敷きます。 

〇ストッパー式器具は、家具の下に挟みこんで、家具を壁側に傾斜させて倒れにくくします。 

ポール式とストッパー式を組み合わせて使用すると、Ｌ型金具と同等の高い効果が得られま

す。 
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4 大野城市防災器具購入費等補助金交付要綱 

令和 8年 3月 17日 

要綱第 20号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時の二次災害等を防止し、市民の安全を確保するため、感震

ブレーカー若しくは家具転倒防止器具又はその両方の購入及び設置（以下「購入等」という。）

に要した費用の全部又は一部に対する大野城市防災器具購入費等補助金（以下「補助金」と

いう。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 感震ブレーカー 地震の揺れを感知し、自動的に電気を遮断する装置のうち、次のア

又はイに掲げるものをいう。 

ア 分電盤タイプ 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤（ 

２）の規格で定める構造及び機能を有するもの 

イ 簡易タイプ 感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに定める性能評価に基づき、一

般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けたもの（特

定の機器の電気のみを遮断するものを除く。） 

(２) 家具転倒防止器具 住宅内の家具転倒を防止するために取り付ける器具のうち、次の

ア又はイに掲げるものをいう。 

ア 家具を柱、壁、天井等に固定するためのＬ字型金具、突っ張り棒、転倒防止ベルト、転

倒防止チェーンその他家具等の転倒防止に有効と認められる器具 

イ 家具を柱、壁、天井等に固定せず、アの器具の補助として設置するマットやストッパー

等 

(３) 自宅等 市内の自らが居住する住宅をいう。 

（補助対象防災器具） 

第３条 補助金の対象となる感震ブレーカー及び家具転倒防止器具（以下「補助対象防災器

具」という。）は、前条第１号又は第２号に該当するものとする。ただし、前条第２号イに

ついては、同号アと同時に購入したものに限る。 

（対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

(１) 申請時に本市の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第５条に規

定する住民基本台帳をいう。）に記載されており、現に自宅等に居住する者 

(２) 自宅等に未使用の補助対象防災器具を新たに購入し設置する者 



 

 

19 

 

(３) 市税の滞納がない者  

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、自宅等に設置する補

助対象防災器具の購入等に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、対象と

しない。 

 (１) 補助対象防災器具の配送にかかる経費 

 (２) 補助対象防災器具の保守点検その他維持管理にかかる経費 

 (３) 補助対象防災器具購入のためのポイント等利用分 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。 

(１) 感震ブレーカーの購入等にかかる経費 当該経費の額とし、8,000 円を上限とする。 

(２) 家具転倒防止器具の購入等にかかる経費 当該経費の額とし、6,000 円を上限とする。 

（交付回数） 

第７条 補助金の交付は、補助対象防災器具ごとに１世帯につき１回限りとする。ただし、

世帯が異なる場合でも、自宅等に同居している場合は、その者も世帯員の１人とみなすこと

とする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、大野城市防災

器具購入費等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、補助対象器具を

購入した日から１年以内に市長に提出しなければならない。 

(１) 大野城市防災器具購入費等補助金交付請求書（様式第２号） 

(２) 設置した補助対象防災器具の品名（型番）が確認できるもの 

(３) 補助対象防災器具設置後の写真 

(４) 補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し 

(５) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書等の写し（補助対象防災器具の設置に

工事を伴う場合のみ） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査（必要に応じて行

う現地調査を含む。）の上、補助金の交付の可否を決定し、大野城市防災器具購入費等補助

金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するとともに、補助金の

交付を決定した者（以下「交付対象者」という。）に対し、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第 10 条 市長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、交

付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に当該取消しに係る部

分に対する補助金が交付されているときは、交付対象者に対し、期限を定めて当該補助金の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
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（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、施行の日以後に購入した補助対象防災器具について適用する。 
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